
赤塚ホーム緊急保護運営要綱 

 

                               （平成５年４月１日区長決定） 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都板橋区立福祉園条例（平成 9 年板橋区条例第 10 号。以下「福祉園条

例」という。)第 8 条の規定に基づく在宅の障がい者の緊急時における一時的な保護（以下「赤

塚ホーム緊急保護」という。）に係る利用資格、利用手続、費用負担等について定めることを目

的とする。 

（対象者） 

第２条 この要綱による保護を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、板橋区内に住

所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者 

(2) 愛の手帳の交付を受けた者 

(3) その他区長が必要と認めた者 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象者としない。 

(1)  伝染性の疾患を有する者 

(2) 専門医療機関での治療を受ける必要のある者 

(3) 医療的ケアの必要な者 

(4) 年齢１歳未満の乳児及び 65歳以上の高齢者 

(5) 年齢 40歳以上 65歳未満で介護保険の要介護（要支援）の認定を受けている者 

(6) 短期入所の受給者証の交付を受けている者であって、かつ、次のいずれかに該当する者 

ア 第４条第１項第３号の事由により、第６条第２号の連日保護を希望する者 

イ 第４条第２項の体験利用を希望する者 

(7) その他区長が保護を行うことが困難であると判断した者 

（受入定員） 

第 3条 赤塚ホーム緊急保護の受入定員は、一日当たり６人とする。 

（保護事由及び期間） 

第 4 条 この要綱による保護は、介護者又は家族等（以下「介護者等」という。）が次に掲げる事

由のいずれかに該当し、対象者が介護を受けられない場合に行うものとする。 

(1) 傷病、出産等又は災害 

(2)  通夜、告別式又はこれに準ずる葬儀（介護者等の３親等以内の者に係るものに限る。） 

(3)  介護者の休養 

(4)  その他区長が特に必要と認めたとき。 

２ 前項各号の事由にかかわらず、短期入所の受給者証の交付を受けることを目的とする場合にあ

っては、対象者又は介護者等が申請することにより、体験利用として赤塚ホームを利用できるも

のとする。 

３ 保護の期間は別表１に掲げる期間を限度とする。ただし、施設管理者（福祉園条例第９条に規

定する指定管理者が園の管理を行う場合にあっては当該指定管理者、区長が園の管理を行う場合

にあっては区長をいう。以下同じ。）が特に必要と認めた場合は、これを延長することができる。 



（保護の内容） 

第 5条 保護の内容は次の各号に掲げる事項とし、かつ、対象者が必要とするものとする。 

(1) 食事の世話 

(2) 身の回りの世話 

(3) その他日常生活に必要な事項 

（保護の区分） 

第６条 保護の区分は次の各号のとおりとする。ただし、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）

第４条第１項第 2号に定める幼児については第 2号の連日保護を行わないものとする。 

(1) 昼間保護 

(2) 連日保護 

（保護の時間） 

第７条 保護の区分ごとの保護の時間は次の各号のとおりとする。 

(1) 昼間保護 午前 9時から午後 5時までの間で対象者が必要とする時間。ただし、特に施設管

理者が必要と認めたときはこの限りでない。 

(2) 連日保護 午前９時から保護期間最終日の午後５時までの対象者が必要とする時間。ただし、

特に施設管理者が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。 

（登録の申請等） 

第 8条 保護を利用しようとする対象者又は介護者等は、赤塚ホーム緊急保護登録申請書（別記第

1 号様式）により施設管理者に申請しなければならない。 

２ 施設管理者は、前項による申請があったときは必要事項を審査して可否を決定し、赤塚ホーム

緊急保護登録承認通知書（別記第 2号様式）又は赤塚ホーム緊急保護登録不承認通知書（別記第

3号様式）により申請者に通知するものとする。 

３  施設管理者は、前項により登録の承認をしたときは赤塚ホーム緊急保護登録台帳（別記第 4号

様式。以下「台帳」という。）に登載するものとする。 

４  登録の承認を受けた者（以下「登録者」という。）は、登録事項に変更があつたときは速やかに

施設管理者に赤塚ホーム緊急保護登録事項変更・辞退届（別記第 5号様式）により届け出なけれ

ばならない。 

（登録の期間） 

第 9条 前条の登録は承認した日の属する月から 3ヵ年を経過する月まで有効とする。ただし、引

き続き登録を受けたいものは再度申請するものとする。 

（登録の取消） 

第 10 条 施設管理者は、登録者が第 2 条第 1項の要件に該当しなくなったとき及び保護の必要が

ないと認めたとき又は登録者から赤塚ホーム緊急保護登録事項変更・辞退届により登録辞退の届

出があったときは登録を取り消し、台帳から削除するものとする。 

（保護の申請等） 

第 11 条 保護の必要が生じたとき、登録者は必要とする日の１ヶ月前の日から前日までの間に赤

塚ホーム緊急保護利用申請書（別記第 6号様式）に必要書類を添えて、施設管理者に申請しなけ

ればならない。ただし、施設管理者が特別な事由があると認めたときはこの限りでない。 

２ 施設管理者は前項の申請があったときは、保護事由等を審査し保護の可否を決定し、赤塚ホー

ム緊急保護利用承認通知書（別記第 7 号様式）又は赤塚ホーム緊急保護利用不承認通知書(別記



第 8号様式)により申請者に通知するものとする。 

（保護承認の取消） 

第 12 条 施設管理者は、前条第２項の規定により承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、承認を取り消すことができる。 

(1) 第４条第１項各号の要件に該当しなくなったとき。 

(2) 災害その他の理由で施設の利用ができなくなったとき。 

２ 施設管理者は、前項の規定により承認を取り消したときは、赤塚ホーム緊急保護利用取消通知

書（別記第 9号様式）により申請者に通知するものとする。 

（指定管理者の報告義務） 

第 13条 指定管理者は、第８条及び第 11条の規定による承認又は第 10条の規定により台帳から

削除したときは、区長に報告するものとする。 

２ 指定管理者は、保護の実施状況を翌月の 10 日までに、区長に赤塚ホーム緊急保護実績報告書

（別記第 10号様式）により報告しなければならない。 

（費用負担） 

第 14条 登録者又は介護者等が負担する保護に要する費用は次のとおりとする。 

(1) 別表 2に定める額（ただし、生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による被保護者及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成 6年法律第 30号)による支援給付受給者は無料とする。） 

(2) 飲食費及び緊急時の医療費等 

（雑則） 

第 15条 保護の開始及び終了時の送迎は、介護者等の責任により行うものとする。 

（委任） 

第 16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が定める。 

 

  付 則 

この要綱は、平成 5年 4月 1日から施行し、保護の利用については平成 5年 6月 14日から適用す

る。 

  付 則 

この一部改正は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

  付 則 

この一部改正は、平成 8年 11月 1日から施行する。 

  付 則 

1 この一部改正は平成 12 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条の受入定員は当分の間 5 人

以内とする。 

2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の東京都板橋区立「赤塚ホーム」緊急保護運営要綱

に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って

使用することができる。 

  付 則 

1 この一部改正は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の板橋区立赤塚ホーム緊急保護運営要綱に基づいて



作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

付 則 

1  この一部改正は、平成 14年 3月 1日から施行する。ただし、第 13条の光熱水費等相当額の負

担については、平成 14年 4月 1日から適用する。 

2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の赤塚ホーム緊急保護運営要綱に基づいて作成され

た様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる 

 付 則 

1 この一部改正は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

付 則 

1 この一部改正は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

 付 則 

1 この一部改正は、平成 18年 9月 29日から施行し、平成 18年６月 28日より適用する。 

2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の赤塚ホーム緊急保護運営要綱に基づいて作成され

た様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 

 付 則 

1 この一部改正は、平成 20年７月 1日から施行する。 

付 則 

1 この一部改正は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成 26年 10月 1日から施行する。 

 付 則 

1 この一部改正は、平成 28年 7月 1日から施行する。 

2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の赤塚ホーム緊急保護運営要綱に基づいて作成され

た様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 

付 則 

この一部改正は、令和５年 10月 1日から施行する。 



 

別表 1 （第 4条関係） 

事     由 日 数 等 摘    要 

介護者等の傷病、災害 １事由  ５日 
 

介護者等の出産、傷病(入院を伴うもの) １事由 ２１日 
入院期間の３日前から３日

後まで 

介護者等の出産に伴う定期通院         

        

１回の出産につ

き１５日 

昼間保護に限る。 

３親等までの葬儀 １事由  ５日 

通夜、告別式又はこれに準

ずる葬儀（介護者等の３親

等以内の者に係るものに限

る。） 

介護者等の休養 
年度  １２日 

（月上限 ３日） 

ア １日当たり３人を限度

とする。 

イ 12 月 29 日から１月３

日までは対象外とする。 

体験利用 年度上限 ５日 

ア 体験利用をしようとす

る日から起算して過去３

年間において体験利用を

していない者に限る。 

イ 原則、平日５日間連続

して利用するものとす

る。ただし、施設管理者

が認める場合は分割して

利用することができるも

のとする。 

ウ 利用日数が５日に満た

ない場合も１回の利用と

する。 

その他区長が特に認めたとき 1事由  5日 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表 2（第 14条関係） 

保護の区分 時   間   等 金    額 備     考 

昼 間 保 護 

保護の時間   4時間

以内 
200円 

各時間数を超えた時間が

30分に満たない場合は

これを切り捨てる。 保護の時間   8時間

以内 
400円 

保護の時間  12時間

以内 
600円 

連 日 保 護 一泊につき 1,000円 
 

 



第 1号様式（第 8条関係）   

                                 年   月   日 

赤塚ホーム緊急保護登録申請書 

（あて先）施設管理者 

申 請 者 

      〒 

 住 所                   

                   ふりがな 

                         氏 名                   

                   電 話                   

                   対象者との続柄         

 

赤塚ホーム緊急保護運営要綱第 8条の規定に基づき、下記のとおり登録申請いたします。 

対 象 者 

ふりがな 

氏 名             （   歳） 

 

性 別 

 

男 ・ 女 

障がいの状況 

愛の手帳        度  身体障害者手帳      級 

障がい名 

家  族  構  成  等 

氏    名 続 柄 生 年 月 日 備    考 

 本 人   

    

    

    

    

    

 

 

対象者の  

現在の状況 

在宅（                     ） 

就労（勤務先名称：               ） 

学校（学校名：                 ） 

通所（施設名：                 ） 



 

（注）１ 感染性疾患とは、結核、感染性の皮膚疾患（疥癬など）等をいう。 

 ２ 医療的ケアとは、経管栄養、気管カニューレの管理、痰の吸引、導尿、酸素吸入等をい

う。 

 

その他 

 

かかりつけの 

医 療 機 関 

名称 

所在地 

診療科名   

通院の頻度   ・月   回   ・年   回   ・不定期 

感染性疾患    有  ・  無  （疾患名                ） 

医療的ケア    有  ・  無  （ケア内容               ） 

健

康

保

険 

被保険者の 

氏   名 

 記号 

番号 

 

保険者等の 

名   称 

 

緊

急

連

絡

先 

 

氏名               電話番号 

 

本人との続柄（              ） 

 

氏名               電話番号 

 

本人との続柄（              ） 



第 2号様式（第 8条関係） 

                               年   月   日 

        赤塚ホーム緊急保護登録承認通知書          

          様 

 

  施設管理者 

 

   年   月   日付で申請のあった赤塚ホーム緊急保護登録申請については、

下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

登 録 有 効 期 間      年   月 から    年   月   まで 

対 象 者 

  

登録番号 

 

 

第      号 

住      所 

 

板橋区  

備      考 

 

 

1 登録事項に変更が生じたときは、直ちに届けてください。 

2 緊急保護を利用する必要が生じたときは、赤塚福祉園へ予約を行ってください。 

3 次の場合は利用できませんので、ご注意ください。 

(1) 入院加療、自宅療養を要する状態のとき 

(2) 感染疾患にかかっているとき 

(3) 特に施設管理者のもとでは対応が難しい医療的ケアを要するとき 

4 保護の開始及び終了時には、介護者又はこれに代わる者が付き添ってください。 

5 保護期間中に体調不良等で利用が難しくなったときに備えて、お迎えに来られる方の確保

が必ず必要となります。 

6 保護期間中の飲食実費をお支払いください。 

7 緊急保護期間中に医療機関にかかった場合の医療費等はお支払いください。 

8 利用に伴う負担金は、請求があったときに遅滞なく納入してください。 

9 保護の期間が終了又は取り消された場合は、速やかに退所します。 

 



第 3号様式(第 8条関係) 

                               年   月   日 

        赤塚ホーム緊急保護登録不承認通知書 

             様 

  施設管理者 

 

   年   月   日付で申請されました赤塚ホーム緊急保護登録申請については、

下記の理由により不承認とすることに決定したので、通知します。 

 

対 象 者  登録番号 第         号 

住   所 板橋区 

不承認の理由  

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は

板橋区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の

審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をする

ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある

ときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 



第 4号様式（第 8条関係）      

                           登録番号第        号 

                                年   月   日 

           赤塚ホーム緊急保護登録台帳（控）  

 

緊急連絡先 

住所 

氏名 

電話 

対象者との続柄 

 

 

対象者 

氏名 （  歳） 性 別 男・女 

住所 
 

☎ 

障がいの状況 

愛の手帳        度 身体障害者手帳      級 

障がい名 

家   族   構   成   等 

氏       名 続 柄 生 年 月 日 備   考 

 
本 人 

  

    

    

    

    

    

再登録年月日  年  月  日 

再登録年月日  年  月  日 

再登録年月日  年  月  日 

再登録年月日  年  月  日 



 

対 象 者 の 

現在の状況 

在宅（                      ） 

就労（勤務先名称：                ） 

学校（学校名：                  ） 

通所（施設名：                  ） 

その他 

 

かかりつけの 

医 療 機 関 

名称 

所在地 

診療科名 

通院の頻度   ・月   回   ・年   回   ・不定期 

 

感染性疾患  有 ・ 無  （疾患

名                   ） 

 

 

医療的ケア  有 ・ 無 （ケア内容                  ） 

 

健

康

保

険 

被保険者氏名 
 記号 

番号 

 

保険者等の名称 
 

緊

急

連

絡

先 

 

氏名                   電話番号 

 

対象者との続柄（              ） 

 

氏名                   電話番号 

 

対象者との続柄（              ） 

 

 

（注）1 感染症疾患とは、結核、梅毒、感染性の皮膚疾患（疥癒など）等をいう。 

   2 医療的ケアとは、経管栄養、気管カニューレの管理、痰の吸引、導尿、酸素吸入等

をいう。 

 



第 5号様式（第 8条関係） 

     年   月   日 

赤塚ホーム緊急保護登録事項変更・辞退届 

（あて先）施設管理者 

住所 

氏名 

電話 

対象者との続柄 

 

登録事項に変更があった 

赤塚ホーム緊急保護登録の               ので届けます。 

登 録 辞 退 す る 

 

対 象 者 

 

 

 

 

 登録番号 

 

 第       号 

 

住   所 

 

 

板橋区 

 

登録事項変更 

① 住所変更 
変更後の住所                変更した日 

年  月  日 

② 電話番号 
 

（      ） 

③ そ の 他 
 

 

登録辞退 

④ 区外転出 
転出後の住所                転出した日 

年  月  日 

⑤ 死  亡 
 

年    月    日 

⑥ その他 

（辞退理由を

お書き下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6号様式（第 11条関係） 

                                年   月   日 

赤塚ホーム緊急保護利用申請書 

(あて先)  施設管理者               住所 

                     申請者 氏名 

                         電話 

赤塚ホーム緊急保護運営要綱第 11条の規定に基づき、次のとおり緊急保護の利用を申請しま

す。 

対

象

者 

 

氏   名

  

フリガナ 

               

        （   歳） 

介護者

等の続

柄 

1父 2母 3祖父母 

4 兄弟姉妹 

5 その他       

登録 

番号 

 

第   号 

住   所 板橋区         丁目   番      号  電話 

 

保護の予定期間 

（    日） 

     年   月   日  午前／午後  時から 

                           （   時間） 

     年   月   日  午前／午後  時まで 

 

 

保 

 

護 

 

の 

 

事 

 

由 

区 分            期    間    等 

1 入 院      年   月   日から   月   日まで（     ）が入院   

2 傷 病  

3 出 産      年   月   日 出産予定 （入院 ／ 定期通院） 

4 災 害  

５ 葬 儀 介護者との続柄（      ）  日時 

６ 休 養  

 ７ 体験利用  

８ 区長が

特に必要と

認めたとき。 

 

緊急連絡先 
氏名               電話番号 

本人との続柄（      ） 

                     ☆ 保護の事由は具体的に記入してください。 

1 次の場合は利用を取り止めることとし、その旨申し出ます。 

(1) 入院加療、自宅療養を要する状態のとき。 (2) 伝染性疾患にかかっているとき。 

(3) 特に医療的ケアを要するとき。 

2 保護の開始及び終了時には、介護者又はこれに代わるものが付き添います。 

3 保護期間中に体調不良等で利用が難しくなったときに備えて、お迎えに来られる方の確保

が必ず必要となります。 

4 保護期間中の飲食実費及び光熱水費相当額を負担します。 

5 保護期間中に医療機関にかかった場合の医療費等を負担します。 

6 利用に伴う負担金は、請求があったときに遅滞なく納入します。 

7 保護の期間が終了又は取り消された場合は、速やかに退所します。 

8 公的扶助・住民登録の確認を行うために区が保有する個人情報を利用することに同意します。 



第 7号様式（第１１条関係） 

                                年   月   日 

 

         赤塚ホーム緊急保護利用承認通知書 

 

             様  

 

  施設管理者 

 

  年  月  日付で申請のあった、赤塚ホーム緊急保護の利用については、 

下記のとおり承認いたします。 

   

記 

 

 

対  象  者 

 

ふりがな 

氏 名 

 

 

             

（    歳） 

 

登録番号    号 

 

 

住 所 

 

 

                

               ☎ 

 

保 護 機 関 

 

（   日） 

 

   年   月   日  午前・午後      時から 

 

   年   月   日  午前・午後      時まで 

 

 

1 保護の開始及び終了時には、介護者又はこれに代わる者が付き添ってください。 

2 保護期間中に体調不良等で利用が難しくなったときに備えて、お迎えに来られる方 

の確保が必ず必要となります。 

3 保護機関中の飲食実費をお支払いください。 

4 緊急保護機関中に医療機関にかかった場合の医療費等はお支払いください。 

5 利用に伴う負担金は、請求があったときに遅滞なく納入してください。 

6 保護の期間が終了又は取り消された場合は、速やかに退所します。 

 

 

 

 

 



第 8号様式（第 11条関係） 

                                 年   月   日 

赤塚ホーム緊急保護利用不承認通知書 

            様 

施設管理者 

 

   年   月   日付で申請のあった赤塚ホーム緊急保護の利用については、下

記の理由により不承認とすることに決定したので通知します。 

 

記  

 

理   由 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は

板橋区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の

審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請

求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をする

ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある

ときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 



第 9号様式（第 12条関係） 

                                  年   月   日 

          赤塚ホーム緊急保護利用取消通知書 

                 様 

施設管理者 

 

   年   月   日付で決定した赤塚ホーム緊急保護の利用については、下記の

とおり利用承認を取り消したので通知します。 

 

記 

 

対 象 者 

ふりがな 

氏 名 

 

  

         （   歳） 

 

登録番号    号 

住 所 

 

              

☎ 

保 護 機 関 

 

（    日） 

 

    年    月    日  午前・午後    時から 

 

   年    月    日  午前・午後    時まで 

 

 

 

取 消 理 由 

 

 

 

 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 

 

 



 


